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概要

国際環境法は，現代国際法の非常に新しい分野のーっとして， 1970年以降急速に発展

してきた.そして 1992年のリオ会議を経て，その主要テーマは，立法から実施へと移り

変わっている.多くの国捺環境条約は，締約国会議を中心とした条約システムの中で，国

家報告制度や遵守手続を備えている.

本稿では、このような国際環境条約の実施に関する研究動向について概括し，特に遵守

手続に関して， M. Koskenniemi (1993年)， M. Fitzmaurice & C. Redgwell (2000年)， 

そして G.Loibl (2004年)の学説を紹介し，遵守手続の理論状況を分析する.その上で，

国際環境条約の実施メカニズムの現状から導き出される一般国i禁法上との関係について検

討する.

最後に国際環境法のレジームとしての重複・抵触の問題を検討し， I持続可能な発展」

概念を念頭に入れた国際環境法の統合の可能性について言及する.

キーワード

多数国間環境協定，遵守手続，報告審査，国家責任法，条約法

はじめに

国際環境法は，現代および将来の社会機能に危険をもたらす主要な悪化から生物園を保

護することを自的として入国際連合(以下国連)発足後，具体的には国連人間環境会議

(1972年・ストックホルム会議)を契機に急速に発展してきた国際法の一領域である.従来，

国境を越えて発生する環境汚染は，伝統的な国際紛争のーっとして位置付けられ，国家責

1) A. Kiss & D. Selton， Internαtionαl Environment，αl Lαω， 3 rd ed.， Transnational Publishers Inc.， 

2004， p.11. 
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任法に基づいて処理されてきた(トレイル・スメルタ一事件2)，ラヌー湖事件3)など).そして

ストックホルム会議以後，国連や同会議によって設置された国連環境計画の積極的な活動

によって，多数国関環境条約が急激に増加したことは周知の通りである.

これに呼応するように，欧米では，国際環境法に関する著作・論文が数多く出版される

ようになった.その最も先駆的な業績はオランダ・ハーグアカデミーが 1973年に開催し

たコロキウム「環境保護と国際法Jであろう 4) その後，増加の一途をたどる環境条約を

検証し，環境保護に関する国際法を体系化する試みが積極的におこなわれた.欧米の動き

と比較して，臼本での国際環境法に関する関心は，国連環境発展会議 (1992年・リオ会議)

の頃までは，一部の研究者を除いてそれほど活発なもので、はなかった5)

ストックホルム会議からリオ会議，そして 2002年の持続可能な発展に関する世界サミ

ット(ヨハネスブルグ会議)を経て，国際環境法は，今や立法 (ωlaw

施 Gmplementation) の時代へと移り変わつてきたと言われている6ω 国際環境法の歴史は

わずか 30年であるが，その間の進化は，他の国際法領域よりもかなりアグレッシブであ

ることは疑いない7)

しかも，国際環境法が拡充・発展(見方によっては肥大)するに伴い，他の国際法領域，

特に貿易レジームをはじめとする国際経済法との抵触が指捕され，注目されている.ここ

で重要なことは，国際環境法が，国際法の一般理論との関係で，どのような独自性と共通

性を有しているかという点である.村瀬信也は，国際環境法を一般国際法の枠組の中で位

置付ける視点を持ち続けることが必要であると説き，そのために方法論的視点から捉え直

す必要性と，隣接法分野とのリンケージを明確にしておくことの重要性を強調する8)

本稿では，国際環境法の実施をめぐる研究動向と実践の関係を中心に，まず国際環境法

における実施の問題として，国家報告制度と遵守手続の現状について概括する(第 I

次に遵守手続に的を絞り， 1990年代から最近に至るまでの代表的な研究業績を紹介する

2) Trail Smelter Case， 3 RlAA， 1941， pp. 19日…1982.

3) Lake Lanoux Case， 12 RlAA， 1957， pp.285-317. 

4) Academie de droit international de La Haye， Lαprotection de l'environnement et le droit internαtion嗣

αl: colloque， 1973 (14-16 VIII). 

5) 国際環境法が日本の国際法学会で確固たる地位が与えられるに至ったのは， 1990年代に入ってからと思

われる.その中にあって，日本の国際法の基本書として，比較的早い段階で環境保護に関する独立した章を

設けたのは，松井・佐分他著 f国際法(新版)j (有斐閣・ 1993年)である.問書は初版 (1988年)発行後

の「地球環境保護・保全に関する関心の高まり…は，従来の国際法学の立場からは必ずしも十分に説明でき

ない，新しい概念や考え方を含んでいるjとして， I第 14章環境保全のための国際協力jを新設した(新

版はしがき ii) . 

6) P. Sands， Internαtionαl EnvironmentαlLαω，2nd ed.， Cambridge Univ. P， 2003， p.69. 

7) ]. DiMento， The Global Environmentαnd Internαtional Lαω， University of Texas Press， 2003， p. 

56. 

8) 村瀬信也「国捺環境レジームの法的側面Jr国際立法j(東信堂 .2002年)358-359頁.
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(第E章).そして，環境条約の実施メカニズ、ムから導き出される一般国際法上の問題点を

検討した上で(第亜章)，最後に国際環境法の将来の動向について私見を述べたい.

なお，ここで用語の定義をしておく必要があろう.国際環境法に限らず，法の実施につ

い，その用語法は極めて多様である.その結果， implementation (実施)と compliance

(遵守)は，その定義や使われ方がかなり錯綜している.日本語の翻訳は，これに「履行」

という言葉が加わり，さらに事態を混乱させている9)

B. Weissは， implemententionとcomplianceを取り上げ， iimplementaionとは，国家

が国際協定を閣内法で実行なからしめるためにとる措置のことであり，実行なからしめる

ために閣内立法を必要としない自動執行条約でないかぎり，ほとんどの国際協定は囲内立

法又は法令を必要とする10)Jと位置づける.その結果， implementationが取り扱う範囲

は，国際法上の義務に限定されない.事実，国連環境発展会議や持続可能な発展会議で採

択された行動計画(アジェンダ 21およびヨハネスブルグ実施計画)の中には，国際義務にな

っていないガイドラインや行動計画も含まれているし，国内措置に関わる内容もかなりの

部分を占める.したがって， implementationとは，必ずしも条約義務の達成だけに限定

されず，条約E的を実現するために国家がおこなう行動一般を指すものと位置づけられる.

一方， compliance は， implementationよりも狭義に用いられることが多い11). P. 

Sandsは， complianceを「国家の行為(その国民の行為により，およびその国民の行為から派

生するものも含む)で，条約の一次規則に合致するもの12)Jと定義し，その意味では，国

際法上の義務の合致を想定する.ここでは，最近の環境条約の公定訳にも考慮する形で，

implementationを実施， complianceを道守とする 13) なお，本稿において環境条約とは，

一般に多数国間環境協定 (MultilateralEnvironmental Agreement) を指し，また遵守手続は，

不遵守手続 (Non.司ComplianceProcedure) と特に区別を設けない.

9) M. Koskenniemmiは，さらに breachまたは violationを含めて， non-complianceの定義が，様々に使用

されていることを指摘する.M. Koskenniemi，“New Institutions and Procedures for Implementation 

Control and Reaction"， ]. Cameron &]. Werksman ed.， Greening Internαtionαl Institutions， Earth-

can， 1996， p. 300. 

10) H. K. ]acobson & E. B. Weiss，“A Framework fo Analysis¥Engα.ging Countries: Strengthening 

Compliαnce With Internαtionαl Environmentαl Accords， MIT， 2000， p.4. 

11) P. Birnie & A. Boyle， InternαtionαILαωαnd Environment， 2 nd ed.， Oxford， 2002， p.207. 

12) P. Sands，“Compliance with International Environmental Obligations: Existing International Legal 

Arrangements¥]. Cameron & ]. Werksman ed.， supr，αnote 9， p.49. 

13) Implementationについて，気候変動に関する国捺連合枠組条約 (12条)，深刻な干ばつ又は砂漠化に直

面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約 (13条)，および生物多様性

に関する条約(18条)等， complianceについては，気候変動に関する国際連合枠組条約京都議定書(18

条)，生物多様性に関する条約バイオセイフティに関するカルタヘナ議定書 (34条)および有害廃棄物の国

境を越える移動及びその処分の規制に関するパーゼル条約 (20条)等参照.
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I .環境条約の実施

「はじめにjで触れたように，環境条約は，ストックホルム会議以降，急速に増加して

きたが，研究対象として，条約の実施メカニズム，特に遵守手続に関心が集まったのは，

1990年代に入ってからであるはその一国としては， 1992年のリオ会議で環境条約の実

施が大きな焦点となったことが挙げられる.アジェンダ 21は，その 39章「国際法文書と

メカニズムJの中で， r国際協定の締約国は，実効的で，十分かつ迅速な実施を促進し，

レビューする手続並びにメカニズ、ムを検討するべきJことを要請している 15)

ところで， P. Sandsが指摘するように，環境条約の実施には国内的実施と国際的実施

の二段階が存在することは言うまでもない16) 当然，国際環境保護の実現のためには，そ

の両方が重要で，しかも両者が議離していてはならない17)が，主として国際法上問題にな

るのは，国際的平面における実施であり 18)，本稿での対象は，専ら国際的実施に限定する.

実施措置として，多くの環境条約で採用されているのが，国別報告書の提出義務を設定

し，締約国会議を中心に審査・公表する手続である.そして， 1990年代に入り，オゾン

層保護を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下モントリオール議定書)の下で，

締約国の履行確保について処理する専門的な機関として不遵守手続が設置され，以後主要

な環境条約の中で検討・導入が国られてきた.本章では，環境条約の実施に重要な役割を

占める国家報告制度と遵守手続について，その特徴と国際法上の位置づけを概観する.

14) 特に鴎際環境法の体系書の中で， r実施Jが検討対象として一定の地位を確保するのは， 1990年代後半の

ことである.例えば， A. Kiss & D. SheltonのInternαtionalEnvironmental Lαω は，その第 2版 (1999

年)で，遵守と紛争解決に関する章(第 16章)を霞くが，初版(1991年)は，第 8章「国際環境法違反と

環境損害に対する賠償責任Jの中で簡単に触れられているに留まる.また， P. Birnie & A. BoileのInter-

nαtionα1 Lαω& Environmentにおいても，遵守手続が独立して登場するのは第 2版 (2001年)になって

からである.なお P. SandsのInternationalEnvironmentα1 Lαω には初版 (1995年)から第 5章「遵

守:履行，強制，紛争解決」で不遵守手続に関する特徴が解説されている.

15) Agenda 21， Report of the United Nations Conference on Environment and Development， Rio de 

Janeiro， 3-14 June 1992. A CONF. 151126/Rev.1 (Vol. 1). 

16) P. Sands， supra note 6， pp.174-200，岩間徹「地球環境条約の綾行確保Jr日本と国際法の 100年 開

発と環境j(三省堂・ 2001年)111頁.

17) 岩間「前掲論文(注 16)J 111買および村瀬「前掲論文(注 8)J354頁.

18) 石橋香奈美「多数間間環境条約の実施における『監督j又は『遵守管理jメカニズムの実効性一一ワシン

トン条約 (CITES) を例として…一Jr香川法学j第 15巻第 2号 (1995年)67-69頁.
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1.国家報告制度

環境条約は，締約国に具体的な政策措置を義務づけることはほとんど無く，条約目的実

現のための国内措置については締約国の裁量に委ねることが多い.その一方で，締約国の

実施を検証するためには，各締約国の政策措置，さらにはその進捗状況を把握しておく必

要がある.そのため，一般的には，締約国は国内の環境情報を条約に規定する内部機関に

定期的に報告し，当該報告は専門家委員会を通じてレゼューされるという制度を置く.条

約の実施措置として，このような国家報告制度の設置は，すでに環境条約が量産されつつ

あった 1970年代初頭から一つの兆候であったということができる.

国家報告制度は，条約の義務内容によって違いがあるが， K. Sachariewによれば，報

告書の提出手続から審査，フォローアップがおこなわれることが一般的であり，情報交換，

登録および通報といった制度よりも精綴な構造となっている 19)

もちろん他の国際法同様，国際環境法においても，各国の園内における実施措置が履行

確保において重要であり，その大半は国内立法措置を要請する.このような前提を受けて，

環境条約の多くは，履行確保の入口として，各締約国に国家報告書の提出を義務づける.

そして当該報告書は，締約国会議の審査に付される.

1998年ハーグアカデミーで「国際環境における遵守と強制の確保手段Jについて講義

をした R.Wolfrum は，環境条約の要請として締約国の約束遵守に関する透明性の改善の

必要性を強調し，そのような透明性を確保するメカニズ、ムとして，定期的に締約国によっ

て提出される報告書の重要性を挙げた20) 彼によれば，報告制度に関する限り，環境条約

は，国際人権条約に基づく実行に基礎を置いて構築されたとする.このような見解は，環

境保全が，人権尊重と同様に，伝統的な二国間関係による相互主義的な法関係ではなく，

むしろ国際社会全体の集合的利益として把握されていることに理由がある.

このような国際制度を「国際コントロールJ.として説明することもできょう.佐藤哲夫

は， 1980年代以降における多数回開環境条約において，人権の国際保護の領域における

国際的コントロールに類似した多様な履行確保措置が導入されたとし，国際人権条約にお

ける履行確保措置に特有の論理的事情として相互性 (reciprocity) が働かないという点を

強調する.そして人権条約と環境条約を比較した場合，第一の特徴として，国際組織によ

19) K. Sachariew，“Promoting Compliance with International Environmental Legar Standards: Reflec-

tions on Monitoring and Reporting Mechanism¥ 2 Yeαrbook of Internαtionαl Enuironmentαl Lαω 

(hereafter cited as YIEL) ， 1991， p.41. 

20) Academie de droit international de La Haye， Meαns of Ensuring Compliαnce withαnd Enforcement 

of Internαtionαl EnuironmentαlLαw by Rudiger Wolfrum， 1999. 
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る国際的コントロールが大きく進展したと述べる.そして第二の特徴として，国際コント

ロールは各領域の特徴に応じた履行確保措置を生み出してきたと位置付ける.最後の特徴

として，二つの領域においては，非政府組織の活動と役割が増大していることに注目する.

そして環境条約の履行確保については，環境汚染の原因や因果関係などの科学的不確実性

の存在，人権条約に類似した相互主義の欠如といった特徴を挙げる21)

一方， D. Bodanskyは，人権条約の報告制度との類似点をある程度認めた上で，人権条

約と環境条約の報告制度の重要な違いを指摘する22) まず第一に，環境条約は，締約国の

集合的な努力を要求しているのに対して，人権条約は，相互に義務を負っているのではな

く，個人に対して義務を負っていることに注目する.その結果として，報告制度において

も環境条約では，人権条約と異なり，報告の主要な機能の一つは，環境を尊重する自国の

努力がお互いに報われることを国家に確保させることであるとする.

ーに，環境条約は，政府の行動というよりもむしろ私人の管理に焦点が向けられてい

ることを指摘する.確かに環境保全義務は第一義的には政府に向けられており，環境影響

評儲など，いくつかは政府の行動を対象とするが，ほとんどの環境損害は，私人の活動か

ら生じており，私人の活動における変化を通じてしか解決できない.逆に人権は，伝統的

に政府に対する権利として想定されてきたという.

ーに，人権条約における報告制度は，環境条約に比べて本質的に法律尊重主義である

とする.すなわち，環境条約によって設置される中心的なシステムは，締約国会議であり，

その主要な作業は政治的である.そして遵守の問題に法的にアブローチするというよりも

むしろ政治的なアプローチを取る.それに対して，人権条約の報告制度は，個人資格によ

る専門家集団によっておこなわれ，あくまでも法的なアプローチである23)

このような両者の違いをふまえた上で，彼は，環境条約の報告制度の機能，内容および

審査システムについて以下のように述べる.

まず報告制度の重要な機能として，国家の実行の評価を促進する機能と政策における是

正を誘発する機龍を挙げる.最終的に報告の情報を共有することで，国家は以前は知らな

かった政策のオプションを学ぶ.さらに追加的な機龍として，報告書は，新規のまたは修

された規範を作成するべきかどうか関する決定のために現実の基礎に寄与する.そして

立法機能を補助する24)

21) 佐藤哲夫「閤際組織による国々の義務履行に関する悶捺的コントロール一一国捺人権法から国際環境法へ

一一Jr一橋論叢j第 114巻第 1号(1995年)99-115頁.

22) D. Bodansky，“The Role of Reporting in International Environmental Treaties : Lessons for Human 

Rights Supervision"， P. Alston &]. Crawford ed.， The Future Qf UN Humαn Right Treαty Monitor-

ing， Cambridge Univ. P， 2000， pp.361-380. 
23) Ibid.， pp.363-364. 
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報告の審査手続に関して，報告は一般的に，条約事務局により処理され，締約国会議に

送られる.例外的な例として長距離越境大気汚染条約は，専門家機関が条約の実施を審査

するが，専門家機関に個別報告を審査したり，追加的情報を要請する権棋を与えてはいな

い.結果として，報告書の審査は，個別国家の遵守というよりも，条約義務の達成に関す

る締約国の実行の集合体に主眼を置く傾向となる25) ただし，そのような審査は，主とし

て法的機能を果たし，国家が最近どのような実行をおこなっているかを知らせることによ

り，審査は調整や修正が必要かどうかを示唆する26)

国家報告制度は，締約国による報告書の確実な作成と誠実な提出によって成り立つもの

であるが，その実効性は必ずしも芳しくない27) その最大の理由は，締約国による報告書

作成の能力欠如にあると考えられる28) 実際に，報告書提出義務の不履行は発展途上国に

圧倒的に多く，その為気候変動条約などいくつかの条約では，先進締約国による資金提供

によって，締約国会議を通じた技術及び財政支援措置が図られている.その他にも， Bar-

rat-Brownが述べるように，報告内容の確認が困難であること，および遅延に対する制裁

が存在しないことが課題として挙げられよう 29)

もっとも，多くの論者は，国家報告制度の意義は，非対立的 (non-adversarial)性質に

あり，関連情報の公開と世論による圧力を背景とした締約国の環境義務の緩行促進が目的

であることから，義務違反に対する制裁には消極的である30) その結果，報告制度を含め

た環境条約の履行をチェックし，不履行を予防するシステムとして遵守手続が注目される

に至る.

2.遵守手続

典型的な遵守手続の登場は，国家報告制度よりも遅れ，モントリオール議定書の不遵守

手続(1992年)がその最初の事例とされる.もっとも前述の環境条約も，国家報告のレビ

ュー制度を設置することが多く，それらも含めて履行確保制度と総称されることもある.

遵守手続は，通常，条約に従って，または法的拘束力ある決定によって設置されるが，

24) Ibid.， pp.365-367. 

25) K. Sachariew， supr，αnote 19， pp.34-37. 

26) D. Bodansky， supr，αnote 22， pp.368-372. 

27) United States General Accounting Office， Internαtionαl Environmentαl Governαnce， W orld Resources 

Institute， 1990. 

28) P. Sands， supr，αnote 6， pp. 181-182. 

29) E. P. Baratt-Brown， Building a Monitoring and Compliance Regime under the Montreal Protocol， 16 

The Yeαl Journαl of InternαtionαlLαw， 1991， pp.538-539. 

30) A. Kiss & Shelton， suprαnote 1， pp. 302-306 and K. Sachariew， suprαnote 19， p.42. 
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非拘束的なソフト・ローによるものもある31) また(不)遵守手続という表現でなくても

事実上同様の手続を撞く条約も多い32) そして関手続が果たすべき主要な目的は， G. 

耳andlによれば， I不遵守国のレッテルを貼ることと言うよりもむしろ，締約国が遵守で

きるように支援することであるjという 33)

そもそも遵守手続が導入される背景には，環境問題の普遍性が高まるに連れて， I加害

国一被害関Jの特定，損害のタイムラグや回復可能性，過失の有無や立証責任といった問

題から伝統的な国家責任法では十分に対処できないという理解がある34) もっとも，遵守

手続の必要性は，国家責任法の限界というだけでは十分に説明したことにはならない.国

際環境法の義務が，単純な環境情報の交換から，その内容の重層化を示している点や，そ

れに伴い，各国が義務の解釈に相違を見せ始めていること，さらに条約の普遍化が高まる

に連れて，各国の経済的・技術的能力の格差が生じていることにも留意しなければならな

し¥35)

そして，遵守手続に対するこのような考え方は，その性格として協力的 (co-operative)， 

非対立的 (non-confrontational)，非司法的 (non齢judicial)特徴を導き出す36) 遵守手続を検

討する多くの研究者の見解は，概ね上記のような態度に肯定的である. A. Kiss & D. 

Sheltonによれば，国際環境法自身が，非強制的，非対立的なメカニズ、ムおよび手続を強

調しており，その目的は環境規範の違反を予防すること，および規範の尊重と促進を確保

することにあるとする.そのため，まず締約国の行動を監視するフォーラムとして，次に

議論や交渉を通じて紛争を未然に回避する手段として遵守手続を位置付ける.このような

メカニズムは，国際法の他の分野で発展してきた可法手続とは大きく異なる国際環境法の

特殊性であるとしてその政治性に重点を置く 37) 一方 P.Birnie & A. Boyleは，遵守手続

を紛争回避または代替的紛争解決手続と位置付ける38)

ただし，第一義的に遵守手続が友誼的・非対立的性格を有していることは領けるとして

31) P. Birnie & A. Boyle， supr，αnote 11， p.207. 

32) T. Gehring，“International Environmental Regime: Dynamic Sectoral Legal Systems" ， 1 YIEL， 
1990， p.54. 

33) G. Handl， Controlling Implementation and Compliance with International Environmental Commit-

ments : The Rocky Road from Rio， 5 Colonαdo Journal of Internαtionαl Enuironment，αlLαωαnd Poli-

cy， 1994， p.317. 

34) 拙稿「地球環境条約における遵守手続の方向性一一気候変動条約純度を素材として一一Jr国際法外交雑

誌j101巻 2号， 103-104頁.

35) P. Sands， supr，αnote 6， p.49. 

36) G. Loibl，“Compliance with International Environmental Law側TheEmerging under the Kyoto Proto-

col"， Wolfgang Benedek， Hubert Isak， and Renate Kicker ed.， Deuelopmentαnd Deueloping Internα幽

tionαJαnd EuropeαnLαw， Peter Lang Pub Inc， 1999， p.100. 
37) A. Kiss & D. Shelton， supnαnote 1， 200. 

38) P. Birnie & A. Boyle， suprαnote 11， p.207. 
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も，強昔日的性格を排除するものであるかについては，論者によって見解が異なる.例えば，

Chayes & Chayesは，遵守手続に制裁的要素を含めるべきかという問題に対して，これ

に強く反対し，不遵守の理由は，非計画性または無過失にあるのであって，国内法のアナ

ロジーとして法に「歯 teeth=威力」を求めること，すなわち強制執行措置を導入するこ

とを批判する39) 二人がこのように考える背景には，強制執行措置がしばしば怒意的に発

動されるという危険性も指摘する40)

他方で].Werksmanは，遵守手続を「ソフトな管理アプローチJから「不遵守を阻止

し，又は不遵守国を遵守へと促す強力な戦術に取り組む強制的アプローチ」まで幅広くと

らえている41) 遵守手続における強制措置の位置づけについては，一般国際法との関係に

関わる問題であるので，次章で検討したい.

11.環境条約の遵守手続と一般国際法の関係

本章では環境条約の実施メカニズ、ムである遵守手続が，一般国際法との関係でどのよう

な位量を占めるかについて， M. Koskenniemi， M. Fiztmaurice & C. Redgwell，そして

G. Loiblによる 3組の論文を紹介する.彼らに絞って検討する理由は，彼らが優れた国際

法学者であることはもちろんだが，彼らの論文が，遵守手続の流れに大きな影響を与えて

いる節目の時期に発表されたことに最大の理由がある.すなわち，モントリオール議定書

不遵守手続が採択された 1992年に M.Koskenniemi42)が，京都議定書の遵守手続が合意に

歪らず，締約国会議が決裂した 2000年に M.Fitzmaurice & C. Redgwe1l43)が，そしてそ

の後合意を得た京都議定書道守手続を始め，主要な環境条約の遵守手続がある程度出揃っ

た2004年に G.Loib144)が自説を世に問うている.彼らの論文に共通するのは，環境条約

の遵守手続と一般国際法，特に条約法，国家責任法および紛争解決手続との関係に対する

39) A. Chayes & A. H. Chayes， The New Souereignty: Compliαnce with Internαtionαl Regulatory 

Agreements， Belknap Pr， 1995， p.2. 
40) Ibid.， p.106. 

41) J. Werksman，“Compliance and the Kyoto Protocol : Building a Backbone into a Flexible Regime" ， 9 

YIEL， 2000， pp.48-56. 

42) M. Koskenniemi，“Breach of Treaty or Non-Compliance? Reflections on the Enforcement of the Mon-

treal Protocol¥3 YIEL， 1992， pp.123-162.ただし発刊は 1993年である.

43) M. Fitzmaurce & C. Redgwell， Environmental Non欄ComplianceProcedures and International Law， 31 

Netherlαnd Yearbook of InternαtionαlLαω， 2000， pp. 35司 65.ただし発刊は 2001年である.

44) G. Loibl，“Environmental Law and Non-Compliance Procedures : Issues of State Responsibility"， M， 
Fitzmaurice & D. Sarooshi， ed.， Issues of Stαte Responsibility before Internαtionαl Judicial Institu-

tions， Hart Publishing， 2004， pp.201-217. 
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強い関心である.

1. M. Koskenniemi 

M. Koskenniemiは，モントリオール議定書締約国会合が採択した不遵守手続について，

同手続の帰結が，伝統的紛争解決手続と接触していることにいち早く着自し，その関係に

ついて条約法と国家責任法からのアプローチを試みた.基本的にこの姿勢は三論文に共通

している.

A.遵守手続の常景

彼は，環境条約の違反に対して伝統的な事後救済システムを利用することが困難で、ある

という状況が，遵守手続によって克服できるのかという問題関心から，以下のように分析

した.すなわち，これまでの環境法学者が述べるように，伝統的な国家責任法は，環境条

約の遵守を担保し，違反に対処するには不十分な手段である.したがって，モニタリング

や報告といった「ソフトな責任」が遵守コントロールのために利用されるとする.そして，

K. Sachariew45)の言葉を引用し，モニタリングや国家報告に基づく「ソフトな責任J(soft 

responsibility)が遵守コントロールのために利用されると述べる46)

B.遵守手続と条約法との関係

彼は，遵守手続と条約法条約の関係に論を進め，モントリオール議定書では，その排出

量を削減したり，合意された期限内に報告書を提出することができなかった閣によって特

に影響を受けた締約国を特定することはほとんど不可能であり，条約法条約がもっ条約関

係の継続へのバイアスにより，特に影響を受ける国以外の締約国による停止又は終了は，

締約閣の全会一致という条件が付けられるとする(条約法条約 60条2項 (a)).すなわち，

条約法条約は，一見したところ，締約国がある締約国の権利停止の可能性を論じる場合に

のみ，モントリオール議定書の違反に条約法を適用することが可能であるが，モントリオ

ール議定書不遵守手続の多くが，条約法条約の制限を無視していると述べる47)

45) K. Sachariew， supr，αnote 19， p.31. 

46) M. Koskenniemi， supra note 42， pp.123-134. 

47) Ibid.， pp.137…141.例えば，全会一致の要請については，出席し投票する締約国の 3分の 2だけ必要とす

る手続規則に軟化させられている.
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c.遵守手続と臣家責任法との関係

上記のような条約法の立場はあくまでも「義務不履行者に義務の履行は求められない」

Cinαdimplementi non est αdimplementum)原則の妥当性の下におこなわれる.彼は，この

原則は，双務的な契約の場合，その妥当性は明白だが，多数間の場合には制約が設けられ

ると述べる.そして国際法委員会(以下 ILC) 国家責任草案の特別報告者w.まiphagenの

言葉48)を引用し，国家の集合的利益の保護に関する条約の場合，停止や終了は不適当であ

ると述べる.その結果，モントリオール議定書不遵守手続は，集合的な対抗措置のメカニ

ズムとして現れると説明する49)

D.遵守手続と紛争解決手続の関係

まず彼は， r紛争はレジーム外の制度に関係なく，その部門のシステム内部で解決され

る50)Jとする T.Gehringの説明を検証する.ここでいう制度とは，前述の条約の終了及

び運用停止の手続を定める条約法と国家責任法を指す.そして，自己完結型 self-con蜘

tainedレジームと呼ばれるものが，外交関係法や人権法などの分野で存在し，これが環

境条約にも適用できるのではないかという考えについて分析する.彼は EC法など特殊な

例外を除き，人権法については，例えば自由権規約 44条と矛盾することなどから，締約

国がその他の実施手段に訴えることを排除してきたとする見解は誤りであるとする.そし

てモントリオール議定書不遵守手続も同様に，同手続の存在がそのまま一般法の適用を除

外するものではないと断言する51)

さらに， M. Koskenniemiは，違法行為としての不遵守を取り上げるが，環境条約の場

合，違法行為とは言えない不遵守があるとして， r違反Jと「不遵守」の違いを強調する.

彼によれば，違反breachとは，拘束力ある条約義務の侵害violationであり，国家責任を

発生させる.他方，不遵守とは政治的な問題であり，不遵守が存在するかどうか，いかな

る対抗措置が適当かは条約毎に設置された政治プロセスを通じて決定される52)

彼の上記のような結論は，不遵守手続を政治的機関として司法的機関とはっきりと分離

48) W. Riphagen， Sixth Report on State Responsibility， Yearbook of Internαtional Lαω Commission， 

1985 II (1)， p.12. 

49) M. Koskenniemi， supra note 42， pp.141-147. 

50) T. Gehring， suprαnote 32， p. 53. 

51) M. Koskenniemi， supra note 42， pp.134-137. 

52) Ibid.， p. 145. ただし，彼のこの見解には批判もある.高村ゆかりは，可法機関でないというだけで違法

性の半日断をおこなう権限を有しないとは言えないとし，不遵守手続に係る一定の不遵守は毘際違法行為を構

成し，それらの国際違法行為について，国家責任の一般的制度がもたらす法的帰結と異なる法的帰結を定め

る限りで，不遵守手続は国際法委員会が言うところの国家責任の「持別の制度」に該当すると反論する.高

村ゆかり「国際環境条約の遵守に対する冨際コントロールーーモントリオール議定書の Non-compliance手

続的Cp)の法的性格一一Jr一橋論叢j第 119巻第 I号 (1998年)72-73頁.
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しなければならないという強い主張による.彼によれば，実施委員会は，司法的機関では

なく政治的機関であり，このことから論理的に導き出せるのは，ある締約閣による不遵守

の事案が実施委員会の場で検討された場合，当該事案は，もし議論されても審理中 sub

judiceではなく，もし決定されても規範事項 resjudicatαではないとする53)

2. M. Fitzmaurice & C冨 Redgwell

彼女らは，条約義務の重大な違反や国家責任に関する伝統的国際法規則は，環境条約遵

守の問題に十分対処させるには不適切一実際に不可能ーであるという認識の下で，モント

リオール議定書不遵守手続とハーグでの締約国会議 (2000年)で決裂の要閣となった京都

議定書の遵守手続の各国提案を検討しつつ，遵守手続を説明する.

A.遵守手続の自的

まず，環境条約が遵守手続を設置する主要な居的として，国家が条約義務を履行するよ

う促すと同時に，もし不遵守が生じた場合には，一般国際法に基づく伝統的な紛争解決手

続よりも「ソフトにJ不遵守に対処するシステムを付与することを挙げる.従って遵守手

続は，違反国の遵守への回帰を支援することを意図しており，必ずしも不遵守に対する処

を意味しない.もっとも，ただ乗り freerideによる経済的利益の確保から資金上の能

力不足まで，国際義務を負う国家の不遵守には様々な理由が考えられることから，遵守を

促す手法は，支援的なものから強制的なものまで及ぶと考える.

遵守手続のもう一つの特徴として，外部の司法機関あるいは組織に頼らずに，紛争解決

/回避の多数国間フォーラムが紛争の内部解決のために設遣されていると指摘する.手続

へのアクセスは，一般的に伝統的紛争解決メカニズムよりも広範であり，しかも，遵守手

続は，被害国Cinjuredstate)の存在も必要ない54)

B.遵守手続と条約法との関係

二人は，遵守手続と条約法条約 60条(重大な違反)の適用に関する一般国際法原則の関

係に注目した.確かに遵守手続は，多数国関条約のそれぞれの「義務Jの集合的停止と条

約「文書J全体としての集合的停止の中間と見なすことができるかもしれない.そしてそ

の場合，前者は国家責任に基づく対抗措置の範囲であり，後者は条約法条約 60条の範囲

である.当然重大な違反の結果，権利が停止する場合，条約法条約 60条が適用されたと

53) M. Koskenniemi， supra note 42， pp.155-161. 

54) M. Fitzmaurice and C. Redgwell， supra note 43， pp. 39-43. 
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みなすことができる.重大な違反がない場合，一般国際法との関係は，国家責任の構造の

枠内で対抗措置を通じて影響を受ける.しかしながら，国家責任に関する特別報告者J.

Crawfordの第三報告書55)でも明らかなように，条約義務の停止が，重要でない違反に対

する対抗措置として行使された場合でも，条約法および国家責任に関する国際法原則は，

別々の段階で機能する.

そして多数国間条約の下で，重大な違反は，特別に影響を受ける締約国に条約の機能停

止を申し立てる根拠を組み立てる.換言すれば，その影響は，基本的には，事実として条

約の終了又は停止という効果を与える葉大な違反それ自身と言うよりもむしろ，当該違反

及びその結果を申し立てる特別に影響を受ける国がおこなう選択権の行使次第であるとい

う.更に別の問題点として，モントリオール議定書の不遵守手続も権利停止の場合の手続

をその条件の下で確定していないという を指摘する 56)

c.遵守手続と盟家責任法との関係

二人は，遵守手続と国家責任の対抗措置の関連性を検討するにあたり，まずILCの国

家責任法の作業を再確認する.その結果，国家責任条文草案 42条(最終草案43条)にお

ける「非侵害国Jの定義は，国際社会全体に対する義務の遵守を確保する際に国の一般的

利益を認識する.これは純粋に連帯義務 (solidaryobligation) であり，決して特定の当事

国との明白な関連はない.にもかかわらず，一致した行動をとる諸国家(集合的対抗措置)

のみならず，個別国家の場合にも当該義務違反のために，条文草案の対抗措置が適用可能

であることを確かめる.

重要な問題は，手続における拘束力およびその権眼など，国家責任法に基づいて適用さ

れる紛争解決メカニズムの性格である.これはモントリオール議定書に基づく遵守対応措

置に対するこれらの規定の適用可能性にとって強い影響力を持つ.

そして，遵守手続の目的は，環境保全の目的という点において，国家責任法に関する伝

統的規則とは区別可能であることを強調する.遵守手続の主要な目的は，賠償の請求とい

うよりも，条約義務の遵守に対する回帰を確保することである.対抗措置の文脈では，遵

守手続の措置は，一次的義務 primaryobligationの遵守に関連している一方で，対抗措置

は，二次的義務 secondaryobligationの遵守に関連している.

結局，損害に賠償を直接求めるよりもむしろ，予防原則，共通だが差異ある責任，そし

て負担と利益の衡平な共有といった原則に基づいて条約当事閣が規制レジームを設置する

多くの実例が存在すると述べる.さらに規制アプローチは，その特徴から多数国間で，

55) Third Report on State Responsibility by ]. Crawford， A/CN. 4/507/ Add. 3， paras. 324-325. 

56) M. Fitzmaurice and C. Redgwell， supra note 43， pp.59…62. 
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方で損害に対する賠償は，一般的に二国間を基礎に追求されるという.条文草案に基づく

義務のカテゴリーと，被侵害国に対する国家責任条文草案の革新的アプローチにもかかわ

らず，この現象は継続中である.というのも，非常に多くのケースで，規制は事前の矯正

よりもましであるだけでなく，遵守手続への申立の増加は，国家責任よりも利用可能なよ

り広い対応を伴った多数国間フォーラムを提供するからである57)

D.遵守手続と紛争解決手続との関係

二人は，遵守手続と紛争解決手続に優先順位があるかということに触れ，モントリオー

ル議定書締約国会合の準備作業から，両システムの優先順位は合意に達しなかったという

ものの58)，実際には，モントリオール議定書については，不遵守手続前文によって，伝統

的紛争解決手続を遵守手続に優先させようとしていると指摘する59) ただし，上記の規定

は，両者の法的関係を明らかにするには何ら役に立たないと述べる.

まず，モントリオール議定書不遵守手続について，同手続は，異なる役訴を担いながら

も，不遵守国の「世話役J(facilitator) である実施委員会と最終意思決定機関である締約

国会合の両者によって実施されることを確認する.この点で，二人は M.Koskenniemiが

も強調する「実施委員会は司法的機関ではなく政治的機関であるJという結論に同意す

る60) もっとも，締約国会合の決定の法的帰結については，国家実行の不足を理由に結論

を{呆留している.

そして，実施委員会と紛争解決手続との権限関係の問題は，紛争解決手続が交渉から司

法的解決まで多岐にわたっているという事実によって更に複雑化すると述べる.その意味

では，両者の法的関係は，紛争解決手続のいずれを選択するかに依拠する.

また M.Koskenniemiの「実施委員会の権限総越論」に対して，二人は「権利停止など

の対抗措置を意味する措置の勧告を除いて，実施委員会が友誼的解決へと導く紛争の世話

役として行動する場合，当該機能は別の場所で審理中の紛争に対する問題ではなく，奨励

されるべきである」と反論する61)

以上の考察から，二人は，遵守手続を事実上，国家責任条文草案に基づく集合的対抗措

57) Ibid.， pp.52-59. 

58) P. Szell，“Development of Multilateral mechanisms for担onitoringCompliance"， W. Lang ed.， Sus-

tαinαble Deuelopmentαnd InternαtionαlLαω， Graham & Trotman， 1995， p. 102. 
59) モントリオール議定書‘は第 14条で， I条約における議定書に関する規程は，この義弟に別段の定めのある

場合を除く他，この議定書に置いて適用するjと規定し，紛争解決手続が，ウィーン条約第 11条に従って

適用される.

60) 二人は，綾行委員会によって決定される事項が規範事項resjudicatαではないことについて，南西アフリ

カ事件，モントリオール条約適用事件，ジェノサイド条約適用事件の各 IC]判決を引用する.

61) 羽.Fitzmaurice and C. Redgwell， supra note 43， pp.43-52. 
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置を構成するものとして適用されていると評価する.その意味で，遵守手続は，国家責任

が環境問題に十分対応できなかった際に生じた「責任の溝J(responsibility gap) を埋める

ために重要な役割を果たすと評価する.

3. G. Loibl 

G. Loiblは，近年充実してきた国際環境法が，①結果として環境問題を取り扱う国際裁

判及び仲裁裁判の事例の数を増加させたか，②国際環境法の違反に対処するためにその他

の方法が開拓されてきたか，そして③国際環境法において発展してきた特別法はどの程度

国家責任法に影響を与えるか，の三点から遵守手続を検討する.

A.遵守手続の目的

彼はまず，環境分野での国家責任に関する国際裁判及び仲裁裁判の判例を検討した後，

環境損害に対して責任を援用することが実際には難しいことを論証し，向様に国家が責任

の援用に跨践の姿勢を見せていることにより，国際義務違反に対処するための新しい(代

替的)メカニズムの創設を導いたとして，遵守手続に注日する.そして，遵守手続の主要

な要素が， 1990年代初めに形成されたとして，環境に関する ECEローザンヌ宣言(1993

年)を例に挙げて以下のようにその特徴を整理する.①複雑性を回避すること，②非対立

的であること，③透明性があること，④意思決定の権限を国家が決定できるようにしてお

くこと，⑤それぞれの協定の中で，技術的・貯政的決定の要求を条約締約国に決定させる

こと，そして⑥締約閣の合意により，透明性の高い報告書システムおよび手続を含むこと.

もちろん，設置された遵守手続は，基本的特徴を共有しつつも，国際環境協定に基づく

コミットメントの特徴によってある程度異なる.より明解なのは，一方で手続は，国i禁環

境協定の遵守を促進・支援する呂的を持つが，他方で手続のいくつかは，遵守に関連して

「強制 enforcementJ 目的もあわせ持つ.

「強制」手続の創設により，新たな要素が遵守手続機能に追加されたことは言うまでも

ない.最近十年の遵守手続の進化は，その法的性格を変化させたかどうかという一つの問

題が関われている.そしてこの問題に答えるために，モントリオール議定書(最初に機能

した手続)と京都議定書 (1不遵守に対する制裁」を遵守手続に導入)を比較する62)

彼は二つの議定書の遵守手続をそれぞれ検証した後，遵守手続により生じる問題を取り

上げる.

62) G. Loibl， supr，αnote 44， p. 203. 
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B.遵守手続と条約法との関係

彼は，モントリオール議定書の遵守手続を「伝統的jタイプと位量づけた上で，京都議

定書の手続を「新世代Jタイプと位置づけ，それぞれの手続を整理する.

例えば，特定の締約国と同じ主題を含んで、遵守手続と紛争解決手続が同時におこなわれ

た場合，その法的帰結について，モントリオール議定書に関しては， rソフトな帰結J

関係締約国に助言を与え，支援を促進するーに焦点を合わせている.しかし，締約国によ

る義務違反の場合に提案する「条約の運用停止に関する国際法の適用可能な規則に従っ

てJ締約国の権利及び特権の停止については，ウィーン条約 60条の中で規定されている

他国による多数国間条約の「重大な違反」に対する対応と位置づけ， M. Koskenniemiや

M. Fitzmaurice & C. Redgwellと一線を画する63)

ただし， r新世代jの不遵守手続については，それがそのまま当てはまらないと述べる.

京都議定書不遵守手続において，遵守委員会は，個人資格によって構成されており，採択

された手続は，詳細に規定されている.そして採択される帰結は， rソフトな強制 sanc“

tionJとは限らず，関係締約国の個々の活動に影響を与える.すなわち，京都議定書の遵

システムは，可法的手続と極めて近接していると述べる.強制部は，議定書締約国が，

個々の国家の行動をモニタリングすることを委ね，客観的な法的レジームの適用を確保す

る国際的な当局と見なすことができるとする64)

C.遵守手続と国家責任法

「新世代Jの遵守手続が， r強制J措寵を担保する以上，国家責任法との関係は避けられ

ない.京都議定書は，締約国を将来にわたり遵守へと導くことを白的とする「伝統的なJ

とは対照的に，過去に生じた事実と状況に対処する.すなわち，締約国が議定書

3条 1項と隙属書Bの義務を殻行しているかどうかは，第 1約束期間 (2008-2012)が終了

した時にのみ明らかとなる.彼は「強制Jは，締約国を遵守へと導くための目的ではなく，

過去における締約国の失敗に対する「帰結Jを決定することであると述べる.

このような不遵守手続が国家責任条文草案 55条にいう「特別法lexspecialis Jと見な

すことができるかどうかという問題については， r伝統的J遵守システムは別として，京

都議定書の強制部により，遵守システムは新しい段階に到達し，国家責任法の領域に属す

る要素を包含すると述べる.その様な遵守手続の創設-そして将来の進化ーは，全ての遵

守手続が紛争解決手続を害することなく機能することに留意しつつも，国家責任法の一般

規則がもはや適用されず，条約レジームに基づく特別規則に置き換えられたということを

63) Ibid.， p.214. 

64) Ibid.， p. 213. 
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意味する65)

D.不遵守手続と紛争解決手続との関係

遵守手続と紛争解決システムとの関係に関して， M. Fitzmaurice & C. Redgwellと同様，

「遵守システムは，紛争解決手続を害することなく機能するJはずの両者の関係について

多くの問題が残されたままであると述べる.

特に上述のような国家責任法との関係を踏まえた場合，彼は，国際環境協定の紛争解決

条項は，その様な枠組にどのように収飲するかについて疑問を提起する.彼によれば，遵

守手続において提示された帰結は，遵守システムの内部で調節された制度によって採択さ

れたに過ぎないので，もし紛争が締約国によって，国際裁判所または仲裁裁判所に付託さ

れた場合，国家責任法の中に含まれる帰結が採用されることは明白であると述べる.確か

に国際裁判所又は仲裁裁判所が締約国が京都議定書の義務に違反したかどうかを決定する

ことを求められる場合，国家責任法が適用されるだろう.

最近の遵守手続の出現によって生じる開題を実証してきた事例は，国際社会の利益であ

り，それゆえ「二国間紛争」が生じるとは想定できない手続のように思われる.しかしな

がら，多数回開環境協定でも「二国間紛争Jが生じる可能性があるものとしてカルタヘナ

議定書を挙げる.この条約の主たる規定の一つは，越境移動に関する遺伝子改変生物の事

前の情報に基づく合意手続である.手続は，輪入締約国が遺伝子改変生物の輸入を許可す

るか禁止するかを決定するための厳格な時間的枠組を設定した.したがって，カルタヘナ

議定書締約国が，期限内に決定をしなかった場合，議定書義務の違反がなされたと見なさ

れ，輸入締約国と輪出締約国との間で二国間紛争が生じる.もっとも，カルタヘナ議定書

が商品の越境移動を取り扱うことを考えれば，紛争は世界貿易機関にもとづく紛争解決手

続にも付託されるかもしれない66)

結論として，彼は，過去数年以上にわたって不遵守問題に対処する環境分野における新

しいメカニズムの進化は，責任を回避することを許容するメカニズムを提供することによ

り，国家の義務を緩慢化すると非難されてきたが，これまでのところ，モントリオール議

定書の遵守手続の成功にも見られるように，この非難は的はずれであるとする.京都議定

書の強制部は，遵守手続に新しい特徴を追加したが，そのような遵守手続と国家責任法の

オーバーラップが益々増えることにより，それらが特別法 lexspecialisを含んでいるか

どうかについて，問題が発生すると述べる67)

65) Ibid.， pp.215-21. 

66) Ibid.， p.217. 

67) Ibid.， pp.217-218. 
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111 .環境条約の実効性

1.環境条約の実施メカニズムの現状

環境条約の遵守手続は， 1992年のモントリオール議定書不遵守手続以降，条約義務の

履行確保を促進するという基本原則を維持しつつ，着実に定着してきた.京都議定書以降

も，バーゼル条約 (2002年)，環境に関する情報へのアクセス・意思決定における市民参

画および、司法へのアクセスに関する条約(オーフス条約・ 2002年)およびカルタヘナ議定

(2004年)などで同手続が決定し，さらに砂漠化対処条約， PIC条約68)，POPS条約69)

などで採択が予定されている.その意味では，国際環境法乱立法過程の充実に加えて，

実施過程の実績も蓄積しつつある.

他方で，環境条約における遵守手続に対する評価は，様々である.

I及び立で検討した国家報告制度および遵守手続に関する限り，それらは基本的には，

締約国相互関の合意によって形成されるフォーラムであり，政治的(非司法的)プロセス

である.したがって， M. Koskenniemiが述べるように，遵守手続を厳格に政治機関と位

置づけ，紛争解決手続から分離させようとする見解は，少なくとも当時においては極めて

示唆的であった.しかし，その後，特に遵守手続が，その組織及び権限という側面におい

て，法的領域に接近(浸食?)してきたが故に，紛争解決手続との位置関係は益々深刻な

問題となる.

まず， M. Fitzmaurice & C. Redgwellが主張するように，遵守手続を自己完結型のいわ

ゆる「レジーム RegimeJ と見なす見解がある.森田章をはじめ，遵守手続を自律した国

際コントロールの一例であると述べる論者は多い70)

この点について， R. Churchill & G. Ulfsteinは，多数国間環境協定において，締約国会

議を中心とした「自律的制度取極 (AutonomousInstiturional Arrangements: AIAs) Jが形

成されつるあると指摘する. AIAsの日的は，環境保護のための約束を作成し，それを管

理することであるが，その為に明示的・黙示的権限として，内部組織の規則を制定する権

限，立法と条約解釈を通じた実質的義務を作成する権限，義務の実施と遵守を監脅する権

68) 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に

関するロッテルダム条約 (1998年採択). 

69) 残習性有機汚染物質に関するストックホルム条約 (2001年採択).

70) 森田章『国際コントロールの理論と実行j(東京大学出版会・ 2000年)44頁.佐藤哲夫 f前掲論文(注

21)J 115貰.
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限(遵守手続)，締約国，国際組織，他の AIAsと取極を結ぶ外部的権限を行使する71)も

ちろんこれらの制度や権限があらゆる点で伝統的な国際組織と同じであるというわけでは

ないということに留意しなければならない.しかし，国際組織法とは一応一線を画すもの

の，条約に基礎を置いた制度的枠組は，国際法のより一般的な発展の局面と見なすことも

できょう.

その一方で，遵守手続については，これを紛争解決手続の発展形態と見る立場がある.

臼杵知史は，伝統的紛争解決の手続によっては，十分に処理しえない地球環境保護の問題

が存在する現状で，遵守手続は，紛争防止機能のみならず，その政治的または司法的解決

をとおして，条約当事国が国際社会の一般的利益を共同管理する独自の機能を有すると考

える72) P. Sandsも，遵守機能を調停 conciliationと伝統的紛争解決(ここでは裁判による

解決を意味すると思われる)の間に位置すると定義している73) このような立場に立てば，

遵守手続は，伝統的紛争解決を機能的かっ組織的に処理するという点で極めて優れたメカ

ニズ、ムであるが，あくまでも紛争解決手続の枠内に収飲する.

これは一般国際法における紛争解決手続をどのように把握するかに関わる問題である.

ここで紛争の分類(法律的紛争と非法律的紛争)に立ち入る余裕はないが74)，前章で見たよ

うに，ほぼ全ての遵守手続が，紛争解決条項とは独立して位置付けられ，しかも向条項を

害することなく機能すると規定していることから，一般的には遵守手続は，従来の交渉か

ら司法的解決に至る伝統的紛争解決手続とは別個のメカニズムと位置付けなければならな

し

そして，再度確認したいのが，遵守手続を処理する組織の性格である.すなわち，モン

トリオール議定書実施委員会が， 10人の国家代表により構成され，しかも最終的な決定

は議定書の最高意思決定機関であり，締約閣の合議体である締約国会合がおこなう.すな

わち，その手続は(伎に法的帰結を伴うとしてい政治的性格を脱しているとは言えない.

その張りで，事実上議定書の紛争を田避し，解決することはあっても，伝統的紛争解決手

続とは一線を酉しているのである75)

71) Robin R. Churchill & Geir Ulfstein，“Autonomous Institutional Arrangements in Multilateral Environ-

mental Agreements : A Litt1e-Noticed Phenomenon in International Law¥94 Americαn Journαl of In-

ternαtionαlLαω， 2000， pp. 623-659. 

72) 臼杵知史「地球環境保護条約における紛争解決手続の発展J杉原高嶺編『紛争解決の国際法j(三省堂・

1997年). 

73) P. Sands， suprαnote 6， p.205. 

74) 紛争の分類に関して，担川武夫「国際調停の性搭について」小田滋・石本泰雄編集代表『国際法と戦争違

法化 その論理構造と歴史性j(信山社.2004年)51-100頁.

75) 従って，伝統的紛争解決と遵守手続の関係は，その優先順位の有無という点で違いはあるものの，国捺連

合憲章 33条と 37条 1項の関係に類似しているといえよう.
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ただし，ここで再び問題を混乱させたのが，個人資格によって構成される遵守委員会の

査場である.京都議定書の遵守委員会強制部会に至っては， 1法的経験を有していることJ

が条件とされている76) しかもモントリオール議定書と異なり，京都議定書道守手続は，

締約国会合を介さず，直接帰結を決定できる.このような伝統的紛争解決手続への「浸

食Jは，今のところ限られているが77)，各環境条約の実情と遵守手続の実例を暗まえて，

慎重に検討しなければならない.

2.環境条約における義務違反の帰結

Hで整理したように遵守手続は，もし不遵守が生じた場合，伝統的な紛争解決手続よ

りもソフトな解決を目的とすることから，一般に促進的性格を有するとされてきた.しか

し，モントリオール議定書の不遵守手続が，その指示リストの中で， 1特権の停止Jを掲

げていること，さらに京都議定書では，遵守委員会強制部会が，温室効果ガス排出削減義

務の不遵守閣に対して， 11. 3倍の超過排出抑制義務jや「遵守行動計爵の作成Jを決定

できるとしたことから，徐々に向手続の強制的措置の性格がクローズアップされてきた.

ここで遵守手続において，決定される強制措置の法的性格に留意する必要がある.遵守

手続が一般国際法との関係で問題となるのは，不遵守に対する帰結は，条約法に基づく条

約の停止(条約法条約 60条)なのか，それとも国家責任法の対抗措置(国家責経条文草案 22

条)なのかという点である.

まず，一般論として，条約法条約 60条の条約の停止と ILC国家責任法の関係について

は，条約法条約自身が国家寅任により条約に関連して生じるいかなる問題についても予断

を下しているものではない(条約法条約 73条)こと，さらにガブチコボ・ナジマロシュ計

画事件国際司法裁判所(以下 ICJ)判決78)を受けて国家責任条文草案も「ウィーン条約 60

条は，もっぱら条約の終了又は停止のために，他国による実質的違反を援用する条約当事

国の権利に関連している.それは，条約違反に関する責任の問題には関係がない.これは

条約 60条が，条約の『実質的違反』に限定しているからである.実質的違反だけが，条

約の終了又は停止を正当化できる.一方で、，国家責任の文脈においては，その重大性に関

係なく，条約のいかなる違反も責任を発生させる79)Jと位置付けていることを確認しなけ

ればならない.結局この問題は，一般国際法における国家責任法と条約法の交錯80)が，遵

76) この問題については拙稿「前掲論文(注 34)J101…124頁.

77) 委員会の儲人資格を明記しているのは，京都議定書:(および気候変動条約 13条の多数国間協議プロセス)

以外には，オーフス条約 (2002年決定)だけである.

78) Gabcikovo-Nagymaros Project Case， ICJ Rep.1997， pp.7-241. 
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守手続にも波及している結果である.

次に問題となるのが，その帰結の「強制的性格Jである.環境条約がその義務履行確保

のための遵守手続を導入した背景には，如何に実効性を高めるかを強く認識していたから

である81)そこでは，原則として，義務不遵守国の遵守への回帰を支援することを目的と

しており，必ずしも不遵守に対する処罰を意味しない82) 京都議定書における議定書遵守

手続の「懲罰的」措置に対する批判も，遵守制度の本来的意義を重視してのことと考えら

れる.村瀬信tI1は地球環境条約の不遵守手続は，促進的・支援的措置に依存すべきもので，

強制的・制裁的要素を導入しようとすること事態が誤った考え方であると断言している83)

この問題は重要かっ微妙であるが，少なくとも，環境条約および遵守手続の交渉過程は，

その時代背景と照らし合わせて評価しなければならない.例えば，モントリオール議定書

の場合，条約の発効から議定書採択までは極めて短期間だが，その間， OECD諸国の中

ではフロンガス規制は合意済みであり，代替フロンの供給目処もある程度立っていた.つ

まり，モントリオール議定書のターゲットは，採択当初からすでにその後のフロンガスの

生産・消費を検討に入れている途上国(およびその後経済が崩壊した!日社会主義国)だ、ったの

である.それに対して，京都議定書は，排出抑制義務を課すべき対象は，財政的にも技術

的にも能力を有した先進締約国である.彼らの削減義務不遵守に対して助言と支援をおこ

なっても，それは「釈迦に説法」である84)

もとより，環境条約も国際条約である以上，国際法が持つ限界を甘受しなければならな

い.並存する主権国家で構成される国際社会では，国際立法からその実施メカニズムの構

築まで，国家の合意によって形成しなければならない.実際に，環境条約の義務は，環境

保全のために必要な水準を想定して作られるのではなく，交渉の結果はじき出された国家

が同意しうる最大公約数である85) 皮肉を込めて J.Dimentoは， I遵守手続のためのレジ

ームは，…本質的には重要ではないかもしれない.いくつかの国際条約について，国家は，

それが自国の利益になり，自国に都合が良く，遵守しやすいということが理解できたとき

79) United Nations 1nternational Law Commission， ]. Crawford， The Internαtionαl Lαω Commission's 

Articles on St，αte Responsibility: Introduction， Text αnd Commentαries， Cambridge University Press， 

2002， p.100. 

80) 坂元茂樹「国家責任法と条約法の交錯一一ニつの事例を手がかりとして-Jr関西大学法学論集J第 51

巻第 2・3号 (2001年)171-200頁.

81) 高村「前掲論文(詮 52)J 67頁.

82) G. Handl， supr，αnote 33， pp.305-329. 

83) 村瀬信也「国際環境法の履行確保Jrジ、ユリストj第 1232号 (2002年)74貰.

84) 第2期約束期間以降，できるだけ多くの途上国にも混室効果ガス郎減義務を引き受けてもらうことが重要

だが，その場合も，第 1期において，的属書 11茸がどれだけ京都議定書の約束を遵守したかによって交渉の

スタンスは大きく変わるだろう.

85) 高村ゆかり「国際環境法の限界と可能性Jr法学セミナ-j 44巻 3号 (1999年)75頁.
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のみ，加入するJと述べる86) ただし同時に，環境条約(より具体的には締約国会議)が遵

守確保のため実効的であると考え，合意すれば，懲罰的性格を内包させることは何ら問題

はないということも事実である87) 後は，抑止力としての強制的措置を頼むことを良しと

するか否かの立法判断である88)

この点に関連して，近年の環境条約における実施に関する研究が，実施の精度に実効性

という要素を加味しているという点を強調しておきたい.この問題について研究を統括し

たJacobson& Weissは，各国の意思(intent) と能力 (capacity) に注目した.そして，

(A)両方を備えている悶， (B)能力のみの国， (C)意思のみの国，そして (D)両方と

も備えていない国の 4種類に分類できるとした上で，それぞれのカテゴリーで有効な帰結

は異なると主張した89) もちろん実効性を考える際には，誰が判断するかという問題とど

のように判断するかという問題を避けて通ることはできない.したがって，抽象的に実効

性を評価することは危険であるが，条約毎に，そして対象となる締約国によって，実効性

の基準は異なると言うことには盟意しておくべきである90)

3.環境条約の義務の軟化

このように，環境条約の遵守手続は，紛争解決手続との関係でその位置付けが確定して

いないものの，伝統的国家責任法の限界を機能的に対処する手法として肯定的に受容され

てきたと言える.その機能も，紛争の防止機能から条約機関による監視機能，さらには立

法機能に至るまで多岐にわたる91) ここで，政治的機関である遵守委員会が取り扱う範囲

が，純粋に環境条約の義務に限定されないこと，さらに遵守手続が想定する活動範囲が，

86) J. DiMento， suprαnote 7， p.189. 

87) ただし，京都議定書=18条後段がすでに法的拘束力の問題について手続的要件を課していることには留意

しなければならない.先に紹介した村瀬の批判の根拠の一つもここにある. I前掲論文(注 83)J74頁.

88) 例えば，ワシントン条約では， 1991年に報告義務違反を他国に公表することの合意が成立し，それによ

り， 98年に報告書を提出した締約国の数は 90年の 2倍に増加した.耳. K. Jacobson&E. B. Weiss， su舗

pra note 10， pp. 112-116. なお， 2000年には， 3年連続して報告書の提出を遵守できなければ，条約が管

理している生物種の貿易が禁止されることになった.

89) Ibid.， pp.538-551.この中で，(A) に該当する留として狂本と米国， (B) にハンガリーやi日ソ連， (C) 

にブラジル (D)に中国を挙げている.そして (A) には'情報公開手法 (Sunshine Method)， (B)には懲

罷sanctionとポジテイブ・インセンテイブ， (C)には第…にポジティブ・インセンティブ，第二に情報公

開手法， (D)総ての手法を使う戦略を提唱する.

90) その他に実施と実効性の関係を検討したものとして， D. G， Victor， K. Raustiala and E. B. Skolniko百，

ed.， The Implementαtionαnd Effectiueness of Internαtionαl Enuironmental Commitments : Theory and 

Pr，αctice， MIT Pr， 1998. 

91) 村瀬信虫「間際紛争における『信義誠実J原則の機能一一困際レジームの下における締約国の異議申立制

度を中心として-J村瀬 f前掲書(注 8)j588-590頁，臼杵知史「前掲論文(注 72)J180-185頁.
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「不遵守の結果」だけでなく， r不遵守の可能性Jにまで及んでいること，そして，遵守手

続の多くが締約国の義務違反に対して強い制裁措置を選択しないことなどから，環境条約

義務の規範力の低下，言い換えればある種のモラルハザードが生じる危険性がある.これ

は特に遵守手続が，政治的な機関でありつつも，不遵守を取り扱うが故に，国際法たる環

境条約の義務に対して一定の法的な評価を下すこと(しかも法的な評価であるかどうかが媛

味であること)が最大の原因である.

さらに科学技術の急速な発展に伴う法律問題への対処の緊急性といった観点から，国際

環境法においても，ソフト・ローが重要な役割を果たしてきたといって良い92) しかしな

がら，遵守手続が規範の弱体化に対して Chayesらが言うところの「歯=teethJを用意

しないことにより， rハード・ローのソフト化Jが露呈してしまう危険性に留意しなけれ

ばならない.

おわりに

本稿では多数国間環境条約の実施をめぐる国際法上の諸問題について先行業績を比較・

検討する形で概括してきた.ここでは，散発的ではあるが，理論的または体系的には整理

できないいくつかの課題に触れておきたい.

まず，何人もの論者が，遵守手続の目的を悶家責任の限界から導きだし，そして紛争解

決手続との関係でこれを把握しようと試みるのは，現代国際社会の義務体系-ひいてはそ

の義務違反の対応メカニズムーが混迷していることに最大の原図がある.

周知のように，現代国際社会は，共存の国際法から協力の関際法へとステップアップし

た.IC]の対世的義務の認定93)，ILCの強行規範の確認(条約法条約 53条，国家責任条文草

案 40-41条)などは，国際社会の義務体系において，主権国家間の相互のベクトルだけで

はなく，国際社会全体に向けたベクトルが存在することを物語っている.

他方で，後者の義務に対応する手続についてはなお，十分な制度構築は図られていない.

IC]が民衆訴訟の適格性に消極的なことは，南西アフリカ事件94)のみならず，東チモール

事件95)でも確認されている.また ILCは国家責任条文草案で，全ての義務違反は国際違

法行為を構成するとし，特に集合的利益に対する対応を別に設けたが，これも主権国家が

併存する国際社会の中で，理念的に相対的義務と集合的義務が峻別できるとしても，それ

92) P. Sands， supr，αnote 6， p. 124. 

93) Balselona Traction Case， ICJ Rep. 1970， p.32. 

94) South West Africa Case， ICJ Rep.1966， p.47. 

95) Case concerning East Timor， ICJ Rep.1995， p.102. 
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ぞれに対する対応手続については国家実行が伴っていない苦しい台所事情がある.

結局国家責任条文草案でも規定されているように，条約の中で特別法lexspecialiteが

設定されれば，それを用いても構わないという具合に，それぞれの多数国間条約で別個の

「レジームJを形成することにより，集合的利益保護のための「囲い込み (enc1osure)Jを

おこなわざるをf尋ないのである.

しかしながら，ここで問題となるのは，そのような函い込みは，それぞれの条約で妥当

するとしても，それを一般化する際には様々な国難がつきまとう.現在いくつかの環境条

約が他の領域の「レジームJあるいは悶じ環境領域の「レジーム」関で，重複・抵触関係

にある96) もとより，国際環境法に限らず，国際法の専門領域が，相互にクロス・オーバ

ーすることはこれまでも確認されてきた.その最も顕著な例はいわゆる「環境と貿易Jの

相互関係である.

モントリオール議定書やパ}ゼル条約の非締約国に対する貿易規制が WTOの自由貿

易原則に抵触するという批判が，現実にはそれを WTOで争う国がないことにより目を

つぶるとしても，京都議定書における遵守手続と WTOが抵触する可能性は，多くの論

者が憂慮している97). G. Loiblが指摘した遺伝子改変作物の輸出入においても同様のこと

えるだろう.このような問題は，ある程度統合され，かつ専門家によって構成された

フォーラムで合意形成を困る必要がある.その際には，ヨハネスブルグ会議で確認された

「環境，経済，社会Jを統合する中心理念としての「持続可能な発展 (SustainableDevelop-

ment) Jの実現に向けた国際法の形成と基盤整備が必要となろう 98)

このような必要性は，遵守の実効性確保という点でも検討に値する.条約渋滞 (treaty

congestion) 99)と部撤されるほど増殖した環境条約に対するそれぞれの報告書の提出義務

は，律儀に批准する締約国，特に真撃に報告書の提出に取り組む途上国にとっては過重な

負担である.報告制度がある程度の合理化を国る必要性に迫られていると言って良い.ま

た報告書および審査結果の公開が遵守確保に効果があるのであれば，これも散乱している

よりも統合した方がより効果は高いであろう.その意味では，環境条約相互の調整機能を
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